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　私たちは安全で快適な職場を築くため、宣言します

私は、事業主として、安全は、会社経営の基盤であることから、労働者
が安心して働くことのできる職場づくりを進めます。

１ 不安全箇所、不安全行動を排除します。
２ 適時適切な安全衛生教育を実施します。
３ 安全衛生活動には適切な経営資源を投入します。
４ 高年齢者に配慮した業務分担を行います。

私たち労働者は、事業主の宣言に基づき、行動災害に至る不安全行動を
行わない作業を進めます。

１ 不安全箇所の洗い出し、改善に取り組みます。
２ 安全衛生教育により安全衛生意識の向上に取り組みます。
３ 安全衛生活動により効果的、継続的な改善に取り組みます。
４ 高齢による体力低下を念頭に業務に取り組みます。


